
国の動向について

現在の状況 頁数

地域医療構想の進め方
について

・「地域医療構想の進め方について」（平成３０年２月７日付け医政地発０２０７第１号厚生労働省医政
局地域医療計画課長通知）において、地域医療構想調整会議の協議事項が示された。
①個別の医療機関ごとの具体的対応方針
②非稼動病棟を有する医療機関
③新たな医療機関の開設や増床の許可申請 等

１Ｐ

地域医療構想調整会議
の活性化に向けた方策
について

・「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」（平成３０年６月２２日付け医政地発０６２
２第２号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知」において、都道府県は下記の取組を実施するこ
ととされた。
①都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置
②都道府県主催研修会の開催
③地域医療構想アドバイザーの活用

４Ｐ

病床機能報告の基準の
検討について

・医療機能の捉え方は各医療機関により差があり、報告上の機能と実際の機能が異なる場合がある。
・埼玉県では独自の客観的な基準を使用し、地域の医療機能の現状を分析している。
・厚生労働省の「地域医療構想に関するワーキンググループ」（平成３０年６月１５日）において、県に
対し、県医師会等と協議した上で、定量的な基準を導入することを求めるという考え方が示されてい
る。

８Ｐ

医療法及び医師法の改
正について

・医療法及び医師法が一部改正される予定。
（医師確保計画、地域医療対策協議会の機能強化、医師少数区域勤務経験の評価制度等）
・地域医療構想の達成を図るため、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限が追加された。
（公布日施行）
・これまでは、基準病床数＜既存病床数の時に許可しないことができたが、法改正後は、
必要病床数＜既存病床数の時にも許可しないことができる。
・大分県内では全ての二次医療圏において、既存病床数が基準病床数を上回っている。

１０Ｐ

診療報酬の改定につい
て

平成３０年度に診療報酬の改定が行われ、一般病棟入院基本料等の評価体系の見直しが行われた。 １２Ｐ
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